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取引先の更生計画認可決定の確定による影響に関するお知らせ 

 

 

当社の取引先である㈱ジョイント・コーポレーション及び㈱ジョイント・レジデンシャル不動産が、平成 21 年５

月29日付で東京地方裁判所に会社更生手続開始の申立てを行ったことに伴い、当社は、平成22年３月期第１四半期

において㈱ジョイント・レジデンシャル不動産に対する手形債権2,995百万円について全額貸倒引当金を計上し、同

第２四半期において直接減額（償却）いたしました。 

しかしながら、同社が平成22年５月31日に東京地方裁判所より認可決定を受け、６月29日に確定した更生計画

における当社への弁済額は５年分割で計 1,616 百万円（弁済率 53.9％）であり、分割弁済が計画通りに実行された

場合、当社は今後５年間にわたり毎期323百万円を償却済債権取立益として特別利益に計上することとなりますので

お知らせいたします。 

なお、平成22年５月12日に公表した平成23年３月期（平成22年４月１日～平成23年３月31日）の業績予想に

つきましては、この特別利益の一部を織り込んでいたため、現時点では変更はありません。 

 

以 上 
 


